
2022年5月27日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                             
                  
                              機関名  帝京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学 長 
                                                                                      
                              氏 名  冲永 佳史     
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業                

２．研究課題名  地域における効果的な薬剤師確保の取組に関する調査研究                 

３．研究者名  （所属部署・職名） 薬学部・特任教授                           

    （氏名・フリガナ） 安原眞人（ヤスハラマサト）                      

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 

帝京大学医学系研究倫理委員

会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ）
 □   ☑ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                 ）

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                ）

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                 ）

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ）

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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審査結果通知書

2021年 11月 18日に帝京大学医学系研究倫理委員会で迅速審査案件として

審査され、下記の結論を得ましたので、判定書を添えてお届け致します。

記

議題:薬学生の就職希望/決定先とその決定要因に関する Webアンケート

調査(帝倫21-157号)の実施について

実施可とする。

また、実施にあたっては利益相反管理委員会による勧告に従うことが

前提になることに留意すること。

なお、介入を行う研究については以下の事項を厳守すること。

1.臨床研究データベース rjRCT (Japan Registry of Clinical 

Trials) J又は国立大学附属病院長会議が設置している公開デー

タベースに、当該研究の概要をその実施に先立って登録すること。

2.研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて、当該データベースへ

の登録内容を適宜更新すること。

3.研究を終了したときは、遅滞なく、当該研究の結果を当該データ

ベースに登録すること。

以上
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